
○東海国立大学機構における公益通報者の保護等に関する規程

(令和2年4月1日機構規程第106号)
改正 令和2年6月30日機構規程第155号

(目的)

第1条　この規程は，東海国立大学機構(以下「機構」という。)における公益通報

及び公益通報に係る相談(以下「通報等」という。)への対応に関し必要な事項を

定め，もって機構の社会的信頼の維持及び業務運営の公正性の確保に資すること

を目的とする。

2　機構における通報等の取扱いに関しては，公益通報者保護法(平成16年法律第12

2号)その他関係法令に定めるもののほか，この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条　この規程において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めると

ころによる。

一　公益通報　不正の利益を得る目的，他人に損害を加える目的その他不正の目

的ではなく，機構又は機構の業務に従事する場合における役員若しくは職員に

ついて通報対象事実が生じ，又はまさに生じようとしている旨を，機構，当該

通報対象事実について処分(命令，取消しその他公権力の行使に当たる行為を

いう。以下この条において同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらな

い行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関又はその者に対し当

該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防

止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け

又は受けるおそれがある者を含み，機構の競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがある者を除く。)に通報することをいう。

二　公益通報者　公益通報を行った者をいう。

三　通報対象事実　法令，機構の規程等に違反し，又は違反するおそれのある行

為(東海国立大学機構本部及び機構教育研究推進等組織における研究上の不正

行為に関する取扱規程（令和2年度機構規程第152号）第2条に規定する不正行

為，岐阜大学における研究活動上の不正行為の防止等に関する規程(平成19年

度規程第61号)第2条第4項に規定する行為，岐阜大学学位規則(平成16年度規則

第117号)に規定する学位授与に関する不正行為，岐阜大学ハラスメント防止等

に関する規程(平成20年度規程第11号)第2条第1項第6号に規定する行為，名古

屋大学職員苦情処理規程(平成16年度規程第369号)第3条に規定する苦情，ハラ

スメントに関する苦情及び名古屋大学における研究上の不正行為に関する取扱

規程(平成18年度規程第22号)第2条に規定する不正行為に係るものを除く。)の

事実をいう。

四　公益通報に係る相談　公益通報の処理の仕組み，法令等の違反行為に該当す

るかの確認等に関する質問及び相談をいう。

(通報等を行うことができる者)

第3条　この規程において通報等を行うことができる者は，機構の職員(派遣契約そ

の他契約に基づき機構の業務に従事する者を含む。以下「職員」という。)とす

る。

(総括)

第4条　機構における通報等の処理は，監査室長が総括する。

(通報窓口)

第5条　機構における通報等に対する迅速かつ適切な対応を行うため，通報窓口を

置く。



2　通報窓口は，機構外にあっては弁護士事務所(以下「外部窓口」という。)に，

機構内にあっては監査室(以下「内部窓口」)という。)に置くものとする。

3　通報窓口に担当者を置き，外部窓口にあっては弁護士事務所の弁護士等を，内

部窓口にあっては監査室に所属する事務職員をもって充てる。

(通報等の受付方法)

第6条　職員は，通報窓口に対し，原則として，自らの氏名，連絡先及び通報対象

事実を明らかにし，所定の通報・相談書を電子メール，ファクシミリ又は郵送に

より通報等を行うことができる。ただし，匿名により通報等が行われた場合は，

通報窓口は，当該通報等を信ずるに足りる相当の理由，証拠等があるときに限

り，これを受け付けることができる。

2　外部窓口への通報等において，通報者は，通報等を行った後の手続きにおける

氏名の秘匿を希望することができる。

3　通報窓口は，第1項により公益通報を受け付けたときは，直ちに監査室長にその

内容を報告するとともに，速やかに受け付けた旨を当該公益通報者に通知しなけ

ればならない。ただし，当該公益通報者が匿名の場合には，この通知は行わない

ものとする。

4　通報窓口は，公益通報に係る相談を受けたときは，適切に対応しなければなら

ない。この場合において，当該相談が公益通報に当たり，かつ，当該相談者が公

益通報とすることを希望するときは，これを公益通報として受け付け，直ちに監

査室長にその内容を報告するとともに，速やかに受け付けた旨を当該相談者に通

知しなければならない。ただし，当該相談者が匿名の場合には，この通知は行わ

ないものとする。

5　監査室長は，前2項により公益通報の報告を受けた場合において，当該公益通報

の重大性を考慮し，必要と認めたときは，その内容を機構長に報告するものとす

る。

6　機構の役員又は通報窓口の担当者以外の機構職員が，通報等を受けたときは，

直ちに内部窓口に連絡するか，又は当該通報等を行った者に対し通報窓口に通報

等を行うよう助言しなければならない。

7　通報等を受けた者は，誠実に対応するよう努めなければならない。

(検討の実施)

第7条　監査室長は，前条第3項及び第4項に規定する公益通報の報告を受けたとき

は，直ちに当該公益通報に係る事実関係について調査を実施するか否かの検討を

行うものとする。この場合において，監査室長は，必要に応じて，監事に対し，

意見・助言を求めることができる。

2　監査室長は，当該公益通報に係る調査を実施するか否かの検討結果を，通報窓

口が公益通報を受けた日から起算して20日以内に，当該公益通報者に対し通知す

るものとする。この場合において，調査を実施しないこととしたときは，その理

由を付して通知する。ただし，当該公益通報者が匿名の場合には，この通知は行

わないものとする。

(調査の実施)

第8条　監査室長は，前条第1項の検討の結果，公益通報に係る事実関係について調

査が必要であると認めたときは，調査の対象となる関係部署に対して関係資料の

提出，事実の証明，報告等の要請をするとともに，その他の調査をするために必

要な事項を実施することにより，調査を行うものとする。この場合において，監

査室長は，必要に応じて，監事に対し，意見・助言を求めることができる。

2　監査室長は，前項の調査に当たって，必要と認めたときは，調査委員会(以下

「委員会」という。)を設置することができる。



3　調査は，事実に基づき公正不偏に実施しなければならない。

(調査委員会)

第9条　委員会は，事案ごとに置くものとする。

2　委員会は，監査室長及び監査室長が指名する5名以上の委員で組織する。

3　委員会に委員長を置き，監査室長をもって充てる。

4　委員長は，委員会を招集し，その議長となる。

5　委員会は，委員の3分の2以上の出席により成立し，議事は，出席者の過半数に

よって決する。ただし，可否同数のときは，議長の決することによる。

6　委員の任期は，当該事案に関する委員会の任務が終了するまでとする。ただ

し，任務の途中でやむを得ない事由により，委員を継続することが困難となった

場合は，この限りではない。

7　前項ただし書の場合において，委員長は後任者となる者を指名する。

8　委員会が必要と認めたときは，委員以外の者の出席を求め，その意見を聞くこ

とができる。

(協力義務)

第10条　機構の役員及び職員並びに関係部署は，公益通報に係る事実関係の調査に

際して協力を求められたときは，当該調査に積極的に協力しなければならない。

2　関係部署は，第8条第1項に規定する関係資料の提出，事実の証明，事実関係，

報告等の要請その他調査に必要な事項の実施を求められたときは，正当な理由な

く，これを拒否することはできない。

(調査結果の通知)

第11条　監査室長は，事実関係の調査を終えたときは，公益通報者に対し，当該調

査の結果を通知するとともに，機構長に対し報告するものとする。ただし，当該

公益通報者が匿名の場合には，この通知は行わないものとする。

2　前項ただし書きの規定に関わらず，当該公益通報者のうち外部窓口において氏

名の秘匿を希望した者にあっては，当該窓口を通じて通知するものとする。

(是正措置等)

第12条　機構長は，事実関係の調査の結果，通報対象事実が明らかとなったとき

は，役員会の議を経て，是正措置，再発防止措置等(以下「是正措置等」とい

う。)を講じ，又は関係部署の長に対し是正措置等を講じるよう命じなければな

らない。この場合において，機構長又は関係部署の長は，是正措置等の決定に当

たっては，必要に応じて，監事に対し，意見・助言を求めることができる。

2　関係部署の長は，前項の是正措置等を講じたときは，遅滞なく当該是正措置等

の内容，是正結果等を機構長及び監査室長に報告するものとする。

3　監査室長は，機構長が第1項の是正措置等を講じたとき，又は前項の報告を受け

たときは，公益通報者に対し，是正措置等の内容，是正結果等を通知するととも

に，必要と認めた場合は，当該調査及び是正措置等の内容について公表し，又は

関係行政機関に対し通知を行うものとする。ただし，当該公益通報者が匿名の場

合には，公益通報者に対する通知は行わないものとする。

4　前項ただし書きの規定に関わらず，当該公益通報者のうち外部窓口において氏

名の秘匿を希望した者にあっては，当該窓口を通じて通知するものとする。

5　機構長，関係部署の長又は監査室長は，公益通報の処理又は是正措置等の決定

に際し，監事に意見・助言を求めた場合は，監事に対し，当該公益通報に係る是

正措置等の内容，是正結果等を報告するものとする。

6　監事は，必要に応じて，前項の報告に対して意見を述べることができる。

(被通報者等への配慮)



第13条　監査室長は，第11条又は前条第3項の規定による公益通報者への通知，公

表又は関係行政機関への通知をするときは，当該公益通報に係る被通報者(不正

を行った，行っている又は行おうとしているとして通報された者をいう。)，当

該事実関係の調査に協力した者等の名誉，プライバシー等を侵害することのない

ように配慮しなければならない。

(解雇の禁止)

第14条　機構長は，通報等を行ったこと，公益通報に係る事実関係の調査に協力し

たこと等を理由として，当該通報等に関係した者(以下「通報者等」という。)に

ついて解雇(派遣契約その他契約に基づき機構の業務に従事する者にあっては，

当該契約の解除)を行ってはならない。

(不利益取扱い等の禁止)

第15条　機構の役員又は職員は，通報等を行ったこと，公益通報に係る事実関係の

調査に協力したこと等を理由として，通報者等に対して嫌がらせ，不利益な取扱

い等をしてはならない。

2　機構長は，通報等を行ったこと，公益通報に係る事実関係の調査に協力したこ

と等を理由として，通報者等の職場環境が悪化することがないよう，適切な措置

を講じなければならない。

(不正目的の通報)

第16条　職員は，虚偽の通報，他人を誹謗中傷する通報その他不正を目的とする通

報等を行ってはならない。

(秘密の保持)

第17条　機構長，関係部署の長，監査室長その他通報等にかかわった者は，関係者

の名誉，プライバシーその他の人権を尊重するとともに，公益通報の内容，事実

関係の調査から得られた個人情報等の知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(職員以外の者からの通報等に対する準用)

第18条　学生その他職員以外の者からの通報等に対しては，この規程を準用する。

(他の規程等との関係)

第19条　機構長は，この規程に定める調査又は是正措置等の実施に関し，機構が制

定した他の規程等の定めるところに委任することができる。

(通報処理体制等の周知)

第20条　監査室長は，通報等の方法，通報窓口の所在場所その他通報等に必要な事

項を，機構の役員及び職員に周知しなければならない。

(事務)

第21条　公益通報者の保護等に関する事務は，関係部署の協力を得て，監査室にお

いて処理する。

(雑則)

第22条　この規程に定めるもののほか，通報等への対応に関し必要な事項は，別に

定める。

附　則

この規程は，令和2年4月1日から施行する。

附　則(令和2年6月30日機構規程第155号)

この規程は，令和2年7月1日から施行する。


